
群馬県教職員互助会規約の一部を改正する規程

群馬県教職員互助会規約（昭和 46年 3月 31日制定）の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。

（事業）

第４条 この会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(7)介護休暇見舞金の給付
(10)派遣職員給付金の給付 → 削除

第５条を次のように改める。

（会員の資格）

第５条 この会の会員となることができる者は、県費負担職員である公立学校共済合群馬

支部組合員とする。

３ 第１項及び２項に規定する職員のうち短時間勤務職員及びそれに準ずる者は除くもの

とする。

付則

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

【改正理由】

（１）互助会事業検討委員会の短時間勤務職員の加入の可否に係る検討結果による。

令和３年度互助会事業検討員会の検討結果により、令和４年１０月に公立学校共

済組合に加入する短時間勤務職員の互助会加入の可否について、全員非加入とした

ため、会員資格に係る規約を一部改正する。

（２）互助会事業検討委員会の給付事業の見直し結果による。

令和３年度互助会事業検討員会の検討結果により、以下の給付事業について、給

付事業に係る規約を一部改正する。

(ｱ)災害見舞金

①共済と同水準に見直し ②給付額を定額 ③一時金創設

(ｲ)介護休暇助成金

①事業名を介護休暇見舞金に ②１回３万円を支給

(ｳ)派遣職員給付金

廃止する。
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業
）
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事
業
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第
４
条

こ
の
会
は
、
第
１
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。
第
４
条

こ
の
会
は
、
第
１
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

（
1）
入
院
見
舞
金
の
給
付

（
1）
入
院
見
舞
金
の
給
付

（
2）
結
婚
祝
金
の
給
付

（
2）
結
婚
祝
金
の
給
付

（
3）
出
産
祝
金
の
給
付

（
3）
出
産
祝
金
の
給
付

（
4）
出
産
見
舞
金
の
給
付

（
4）
出
産
見
舞
金
の
給
付

（
5）
入
学
・
卒
業
祝
金
の
給
付

（
5）
入
学
・
卒
業
祝
金
の
給
付

（
6）
弔
慰
金
の
給
付

（
6）
弔
慰
金
の
給
付

（
7）
介
護
休
暇
見
舞
金
の
給
付

（
7）
介
護
休
暇
助
成
金
の
給
付

（
8）
障
が
い
児
（
者
）
見
舞
金
の
給
付

（
8）
障
が
い
児
（
者
）
見
舞
金
の
給
付

（
9）
災
害
見
舞
金
の
給
付

（
9）
災
害
見
舞
金
の
給
付

（
10
）
退
職
慰
労
金
の
給
付

（
10
）
派
遣
職
員
給
付
金
の
給
付

（
11
）
臨
時
の
支
出
に
対
す
る
貸
付

（
11
）
退
職
慰
労
金
の
給
付

（
12
）
健
康
保
持
疾
病
予
防
に
関
す
る
事
業

（
12
）
臨
時
の
支
出
に
対
す
る
貸
付

（
13
）
そ
の
他
こ
の
会
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

（
13
）
健
康
保
持
疾
病
予
防
に
関
す
る
事
業

2
給
付
及
び
貸
付
の
額
、
条
件
等
は
別
に
定
め
る
。

（
14
）
そ
の
他
こ
の
会
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

2
給
付
及
び
貸
付
の
額
、
条
件
等
は
別
に
定
め
る
。
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第
５
条

こ
の
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
県
費
負
担
職
員
で
あ
る
公
立
第
５
条

こ
の
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
県
費
負
担
職
員
で
あ
る
公
立

学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
組
合
員
と
す
る
。

学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
組
合
員
と
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
会
員
と
な
る
こ
と
が
２

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
会
員
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

（
1）
市
立
（
組
合
立
）
高
等
学
校
の
職
員
、
市
立
中
等
教
育
学
校
の
職
員
及
び
公
立

（
1）
市
立
（
組
合
立
）
高
等
学
校
の
職
員
、
市
立
中
等
教
育
学
校
の
職
員
及
び
公
立

学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
の
職
員
で
、
公
立
学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
の
組
合

学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
の
職
員
で
、
公
立
学
校
共
済
組
合
群
馬
支
部
の
組
合

員
員

（
2）
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
職
員

（
2）
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
職
員

（
3）
地
方
公
務
員
法
第

52
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
団
体
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
で
健
康
（

3）
地
方
公
務
員
法
第

52
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
団
体
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
で
健
康

保
険
法
の
被
保
険
者

保
険
法
の
被
保
険
者

（
4）
群
馬
県
教
職
員
互
助
会
の
職
員
で
健
康
保
険
法
の
被
保
険
者

（
4）
群
馬
県
教
職
員
互
助
会
の
職
員
で
健
康
保
険
法
の
被
保
険
者

（
5）
前
各
号
に
準
ず
る
者
で
理
事
長
が
特
に
認
め
る
職
員

（
5）
前
各
号
に
準
ず
る
者
で
理
事
長
が
特
に
認
め
る
職
員

３
第
１
項
及
び
２
項
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
そ
れ
に
準
ず

る
者
は
除
く
も
の
と
す
る
。


